
 
 
 

 

 

手術給付金等の請求には、原則診断書が必要ですが、所定の基準を満たす場合は 

 診療明細書（の写し）と 当社所定の報告書 にてご請求いただくことができます。 

 
 
 

 

 

 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診療明細書について 

 病院や診療所にて、医療費をお支払いされると無料で発行されます。 
※医療機関によっては有料の場合があります。 

診療内容の明細（手術名・医薬品名など）が記載されています。 

 

これから治療される場合 
退院時等に医療機関でお受け取りくださ

い。受け取り後は、大切に保管してく

ださい。 

 

 

 

紛失された場合 

 再発行が可能か、医療機関にお問い

合わせください。 

※ 再発行可否は医療機関で異なります。 

費用はお客さまのご負担となります。 

診療明細書の確認方法 

診療明細書（の写し）がない場合は、診断書が必要となります。 

❶ この欄で入院・外来の区分をご確認ください。 

❷ この欄で入院期間・受診日をご確認ください。 

❸ この箇所で正式な手術名をご確認いただけます。 

❹ この箇所で医薬品名をご確認いただけます。 

※医療機関によって、様式・記載内容が異なります。 


